
 

 

 ２０１２春季生活闘争 取り組み方針（案） 2012年３月２日現在  

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 

                                 
金 

属 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

自動車総連 
 
方針決定日 
１月12日 

【平均賃金要求（案）】 
すべての組合は、現状の賃金水準を維持
するため、賃金カーブ維持分確保を大前
提とする。尚、賃金改善分については、
生産性向上に向けて懸命に取り組む組合
員の努力・成果、賃金実態を踏まえた格
差・体系の是正等を重視し、明確な額で
要求する。 
【個別ポイント絶対水準要求】（案） 
技能職中堅労働者(中堅技能職)＊の現行
水準を維持し、水準向上や格差・体系是
正に向け、各組合の判断により賃金改善
分を設定する。 
＜技能職中堅労働者(中堅技能職)＊銘柄
の目指すべき水準＞ 

プレミア基準    370,000円 
目標基準      325,000円 
スタンダード基準  291,000円 
到達基準      259,000円 

【企業内最低賃金協定】 
18歳の最低賃金要求は、
154,000円以上とする。 
・基準未達成の組合は、

基準額以上での協定
化を目指す。 

・基準達成の組合は、
｢特定（産業別）最低
賃金｣の金額改正も念
頭に上積みを図り、高
卒初任給に準拠した
水準での協定化を目
指す。 

【年齢別最低保障賃金】 
 20歳 159,000円 
 25歳 178,500円 
 30歳 212,000円 
 35歳 235,000円 
 40歳 253,500円 
 45歳 262,500円 

 ①年間５ヵ月
を 基 準 と
し、最低で
も昨年獲得
実績以上と
する。 

②要求の基礎
は、賃金引
上げ後の基
準内賃金と
する。 

③最低保障制
度を確立す
る こ と と
し、水準に
ついては40
％以上とす
る。 

 【 非 正 規 労 働 者
の 労 働 環 境 の 整
備･改善に向けた
取り組み】 
・労使の「コンプ

ラ イ ア ン ス の
点検」を継続し
て い く と と も
に、労働組合と
し て 非 正 規 労
働 者 に 対 す る
関与･対応力を
高 め る 取 り 組
み を 積 極 的 に
進める。 

・なお、取り組み
にあたっては、
各労連･単組の
実 態 や 課 題 に
応 じ て 着 実 に
進めていく。 

 ・所定労働時間1,952時間未達組合
は、引き続きその達成に向けて
全力で取り組む。 

・年次有給休暇の完全取得に向け
た取り組みを推進する。 

・所定外労働時間の削減に向けて、
36協定の年間特別延長時間の引
き下げの取り組みを、2013年を
目処に全組合が年間 540時間以
下となるよう計画的に推進す
る。 

・改正労働基準法において、中小
企業に対して適用猶予とされて
いる月間60時間超の割増率引き
上げ等についても取り組みを進
める。 

・労働時間に関する労使協議の場
の設置など、取り組みの基盤整
備を推進する。 

   ２月末日まで 
・拡大戦術会議登

録 組 合 （ 12組
合）は、２月15
日（水）を統一
要 求 提 出 日 と
する。 

・車体･部品部門
においては、拡
大 戦 術 会 議 登
録 組 合 の 要 求
提出後 1週間以
内 （ ２ 月 22日
（水））迄に要
求 提 出 を 完 了
する。 

 

                                                   
電 機 連 合 
 
方針決定日 
１月 

26日～27日 

【統一要求基準】 
「開発・設計職基幹労働者賃金（基本賃
金）」 
①賃金要求について 
 「賃金体系の維持（現行個別賃金水準

の確保）をはかる」こととします。 
 具体的には、登録した現行水準（要求

ベース）を確保することとします。 
②到達水準（産業内格差改善指標）につ

いて 
 270,000円とします。 
 
【統一目標基準】 
「製品組立職基幹労働者賃金（基本賃
金）」 
①賃金要求について 
 「賃金体系の維持（現行個別賃金水準

の確保）をはかる」こととします。 
 具体的には、登録した現行水準（要求

ベース）を確保することとします。 
②到達水準（産業内格差改善指標）につ

いて 
 250,000円とします。 

【統一要求基準】 
「産業別最低賃金（ 18
歳見合い）」 
 高卒初任給との格差
改善やパートタイマー
など非正規労働者の公
正処遇をめざす取り組
みを推進する観点から
次の通り改善します。 
① 18歳見合いの水準と

して 155,000円に改善
します。（この水準は
現 行 水 準 に 対 し て
1,000円の引き上げを
念頭に設定したもの
である。） 

②上記水準を 18歳以上
のすべての労働者に
適用することを原則
に、企業内最低賃金と
して締結することと
します。 

③臨時従業員、パートタ
イマーの最低賃金に
ついては、産業別最低
賃金（１日当たり、時
間当たり）を保障する
措置をとることとし
ます。 

 
【統一目標基準】 
①25歳最低賃金（基本賃

金 ）「 現 行 通 り
（174,000円以上）」と
します。 

②40歳最低賃金（基本賃
金 ）「 現 行 通 り
（221,000円以上）」と
します。 

【 統 一 目 標
基準】 
 高 卒 初 任
給「現行通り
（ 157,500円
以上）」とし
ます。 
 大 卒 初 任
給「現行通り
（ 205,500円
以上）」とし
ます。 

【 統 一 要 求
基準】 
①「夏冬型年

間 協 定 方
式」を基本
と し て 、
「 賃 金 所
得 の 一 部
と し て の
[安定的確
保要素 ]と
企 業 業 績
による [成
果 配 分 要
素 ]を総合
的 に 勘 案
し、平均で
年 間 ５ ヵ
月 分 を 中
心とする」
こ と と し
ます。 

②「産別ミニ
マム基準」
は 年 間 ４
ヵ 月 分 と
します。 

③ パ ー ト タ
イム・有期
契 約 労 働
者 な ど 直
接 雇 用 の
非 正 規 労
働 者 の 一
時 金 に つ
いても、正
規 社 員 に
見 合 っ た
水 準 に 引
き 上 げ る
取 り 組 み
を 行 う こ
と と し ま
す。 

①賃金水準の是正 
 賃金水準の検証と分析を
行い、個別賃金水準の明らか
な低下傾向が認められる場
合は「平均賃上げ方式」組合
を含め、賃金水準の是正のた
めの取り組みを積極的に推
進することにします。 
②格差改善 
ａ）賃金制度・体系が未整備

な場合は、賃金制度・体系
の確立や改定に向け、労使
による協議の場（「賃金制
度確立委員会」など）を設
置することとします。 

ｂ）賃金格差改善の取り組み
の必要性があると判断さ
れる場合は、今次闘争にお
いて格差改善のための具
体的要求を行うこととし
ます。 

 なお、計画的な改善が必要
な場合は、労使協議の場の
設置など計画的な格差改
善の取り組みに着手する
こととします。 

ｃ）個別賃金要求を行う場合
は「開発・設計職基幹労働
者賃金」と「製品組立職基
幹労働者賃金」の各基幹労
働者賃金要求に示す「到達
水準」（産業内格差改善指
標）に未達の組合は、格差
改善の取り組みを行うこ
ととします。 

 なお、個別賃金要求方式に
移行しない組合の場合も、
それぞれの個別賃金水準
について「到達水準」を確
保するよう改善に努める
こととします。 

ｄ）年齢別最低賃金や「技能
職群（35歳相当）ミニマム
基準」の確保によって賃金
の底支えをはかることと
します。 

 なお、最低賃金協定未締結
組合は、産業別最低賃金
（18歳見合い）や年齢別最
低賃金の締結をはかるこ
ととします。 

 また、年齢別最低賃金や初
任給が、「統一目標基準、
年齢別最低賃金・高卒初任
給・大卒初任給」の水準に
未達の組合は、統一目標基
準に示す水準を確保する
よう改善に努めることと
します。 

①パートタイム・有期
契約労働者など直接
雇用の非正規労働者
の 賃 金 に つ い て は
「統一要求基準  産
業別最低賃金（ 18歳
見合い）」の要求基準
を踏まえ、産業別最
低賃金（18歳見合い）
を保障する措置をと
ることとします。 

 また、この産業別最
低賃金（18歳見合い）
や年齢別最低賃金協
定の締結をはかり、
これを法定「電気機
械器具製造業関係最
低賃金」の金額改正
の取り組みに連動さ
せることにより、非
正規労働者を含む電
機労働者全体の賃金
底上げと公正な処遇
の確立の取り組みを
推進することとしま
す。 

②パートタイム・有期
契約労働者など直接
雇用の非正規労働者
の賃金水準が、産業
別最低賃金を超えて
い る 場 合 に つ い て
は、均等・均衡処遇
の実現の観点にたっ
てさらに改善をはか
ることとします。 

③派遣・請負労働者な
ど間接雇用の非正規
労働者の受け入れに
あ た っ て は 、「 派 遣
・請負労働者の受け
入れに関わる労使協
議の徹底」の取り組
みにおいて、改正最
低賃金法についての
周 知 を は か る な か
で、法定産業別最低
賃金の適用について
確認することとしま
す。 

間接差別に

関する制度

の点検・改

定や人事・

処遇面にお

ける男女の

機会均等・

公正処遇の

実 現 を 図

る。 

【統一目標基準】 
①時間外割増率の引き上

げ 
・現行の割増率が平日 30

％、休日 45％、深夜 30
％に達していない組合
は、引き上げに取り組
む。 

・企業規模に関わらず、
１ヵ月 60時間超の時間
外労働の割増率が 50％
となるよう取り組む。 

②総実労働時間の短縮 
・所定労働時間 1800時間

台の達成 
・年休・多目的特別休暇

制度の改善（年休勤続
１年で 20日、年休と多
目的特別休暇であわせ
て25日） 

・労働時間の把握方法に
つ い て の 労 使 確 認 ・
フォロー 

・過重労働防止基準を超
える者への医師の面接
指導の徹底 

・ 36協定における限度時
間の引き下げ 

・「働き方改革」に向けた
労使協議の推進 

【 統 一 目 標
基準】 
① 育 児 短 時

間 勤 務 制
度 の 拡 充
（ 小 学 校
３ 年 の ３
月末まで）
※「小学校
就学前」が
到 達 指 標
（ ミ ニ マ
ム） 

② 介 護 短 時
間 勤 務 制
度 の 拡 充
（３年間）
※ 「 １ 年
間」が到達
指標（ミニ
マム） 

③育児・介護
の た め の
再 雇 用 制
度 の 導 入
・整備 

【到達指標】 
①育児・介護

休 職 制 度
の拡充 

② 配 偶 者 出
産 休 暇 制
度 の 充 実
（5日） 

③ 子 を 望 む
組 合 員 に
対 す る 支
援（不妊治
療休暇・休
職） 

④ 改 正 育 児
・介護休業
法 へ の 対
応 

【 統 一 推 進
項目】 
① 配 偶 者 の

転 勤 を 事
由 と す る
休職・再雇
制 度 の 導
入・整備 

【統一目標基準】 
①全従業員を対象に、希

望者全員の雇用延長
を保障する労使協定
を締結する。 

②社員に準じた安定し
た身分とする。 

③産業別最低賃金（18歳
見合い）を上回る水準
を確保する。産業別最
低賃金を超えている
場合は、均等・均衡処
遇の実現に向けた改
善を図る。 

④組合規約・労働協約上
の組合員とする。 

【 統 一 目 標
基準】 
①派遣・請負

労 働 者 の
受 入 れ に
関 わ る 労
使 協 議 の
徹底 

【 統 一 推 進
項目】 
① キ ャ リ ア

開発支援、
社 会 貢 献
・地域貢献
の た め の
短時間・休
暇・休職制
度 の 導 入
・整備 

② メ ン タ ル
ヘ ル ス 対
策・受動喫
煙 防 止 対
策の充実 

③ 組 合 員 範
囲 の 見 直
し（パート
・部下なし
管 理 職 等
の 組 合 員
化） 

２月16日 連合、金

属 労 協

(IMF-JC)

の方針を

踏 ま え

て、概ね

３月第３

週を想定

して日程

配置 

               

金属共闘連絡会議 
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賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
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Ｊ Ａ Ｍ 
 
方針決定日 
１月20日 

 

１．基本的なスタンス：賃金構造維持分の
確保を基本とし、賃金是正・改善を含む
要求を行なう。個別賃金要求と賃金制度
の確立に向けた取り組みを進める。 

２．個別賃金要求 
①標準労働者要求 
 
 
 
②ＪＡＭ一人前ミニマム基準 
 
 
 

３．賃金水準の維持について：①賃金構造
維持分又はその相当分を確保する②賃
金構造維持分が分からい場合は、平均賃
上げ要求基準  4,500円以上 

４．賃金の是正・改善について：①  ここ
数年間、賃金構造維持分を確保出来な
かった単組及び妥結額4,500円未満の単
組で、実態から賃金水準の低下が分かる
場合は、中期の是正目標を定め、1,500
円以上の水準引き上げ要求を組み立て
る②人材確保、初任給の引き上げ、賃金
分布の偏り・歪み等に対し、企業状況や
必要に応じて、賃金改善・是正の要求を
組み立てる。複数年を掛けて是正に取り
組むところでは、標準労働者要求基準、
ＪＡＭ一人前ミニマム基準を活用し、水
準引き上げや賃金カーブの整備に向け
た取り組みを行なう 

５．賃金制度の確立又は賃金カーブの整備
及び個別賃金要求基準に基づく格差是
正に向けた取り組みや要求を行なう：①
賃金実態を把握し、その実態を労使で共
有する取り組みを強める② 18歳初任者
賃金を出発点に、一定の勤続年数を重ね
た一定の年齢ポイントにおいて、目指す
べき賃金水準を検討する。すぐには実現
出来なくても、将来的にあるべき賃金水
準について、地域・規模など社会的な水
準を参考に労使で意見交換できるよう
な取り組みを強める③賃金カーブの整
備及び個別賃金要求に取り組むに際し
ては、一人前労働者の賃金カーブの整備
を進めていく。 

 

(1)企業内最低賃金協定
を締結していない単
組では、①18歳以上最
賃協定②年齢別最賃
協定③全従業員最賃
協定の何れかについ
て、協定の締結を要求
する。 

(2)地域別最低賃金引き
上げの動向を踏まえ、
800円を下回る協定額
については、直ちに引
き上げを行なう：①18
歳正規労働者月例賃
金を、所定労働時間で
割戻した時間額②実
在者がいない場合は、
18歳正規労働者月例
賃金として、実態カー
ブからの推計値を用
いる③18歳未満の労
働 者 に 対 す る 適 用
ルールについては別
途定めるものとする。 

④年齢別最低賃金協定
基準 

 生 活 補 填 に
掛 か る 一 時
金 の 家 計 に
占 め る 役 割
に加え、東日
本 大 震 災 に
よ っ て 寸 断
さ れ た サ プ
ラ イ チ ェ ー
ン の 早 期 回
復 や 節 電 へ
の協力など、
一 定 の 業 績
確 保 が 組 合
員 の 奮 闘 に
拠 っ て い る
こ と を 踏 ま
え、一時金水
準の確保・向
上を目指し、
要 求 基 準 を
次 の 通 り と
する。 

(1)年 間 ５ ヶ
月基準また
は半期２．
５ヶ月基準
の要求とす
る。 

(2)一 時 金 に
よる固定的
支出を考慮
した最低到
達基準とし
て、年間４
ヶ月または
半期２ヶ月
とする。 

賃上げの取り組み
に含む 

直 雇 用 の 非 正 規
労働者に対する、
賃金、安全衛生、
育児・介護等の処
遇・雇用環境等に
関 す る 何 ら か の
改善を検討し、実
現 を は か る 。 ま
た、派遣労働者に
ついては、派遣契
約の内容、労働条
件、派遣元におけ
る 社 会 保 険 の 加
入有無など、「派
遣 労 働 者 の 受 け
入 れ に 関 す る 協
約基準」に準じた
点 検 活 動 を 強 化
する。 

男女間の賃金格差問題

については、｢男女間賃

金格差問題に関するま

とめ｣に基づき、全組合

員の賃金実態の把握と

分析を進める中で、男

女間賃金格差を是正し

ていく取り組みを、継

続的に進めていく。 

(1)時間外割増率の引き上
げ：休日労働時間を含む
月 45時間を超える時間
外割増率は 50％への到
達を目指し、それが 25
％になっている場合は、
最低でも 25％を超えた
ものとする 

(2)年次有給休暇取得促進
運動：総実労働時間の短
縮、ワーク・ライフ・バ
ランス実現に向けた職
場環境の整備に向け、誰
もが 10日以上取得する
ことを基本とする年休
取得促進運動の強化を
はかる。 

(3)労働時間に関する指針
に基づく取り組み：産別
指針（別途）に基づく何
らかの取り組みを進め
る。特に、年間2000時間
を超えた所定労働時間
については、中長期的な
課題として短縮に向け
た取り組みを強化する。 

育児・介護休
業法、次世代
育 成 支 援 対
策 推 進 法 に
基 づ く 取 り
組み 

(1)希望者全員の 65歳ま
での雇用を確保する 

(2)無年金状態への移行
に先行して、在職老齢
年金見合い分の賃金増
額を求める 
①年収ベース月額 28
万円②月例賃金 22万
円③月例ベース 55～
59歳平均賃金の 60％
－－の何れかを当面
の目安とする 

(3)再雇用者は組合員で
あることを基本とする 

① メ ン タ ル

ヘ ル ス 対 策

の 強 化 ② 企

業 内 労 災 補

償 の 引 き 上

げ ③ ボ ラ ン

テ ィ ア 活 動

に 対 応 す る

休 暇 制 度 の

整備 

２月21日 

 

３月13日、

14日 

                            
基 幹 労 連 
 

方針決定日 

２月８日 

 

○業種別組合は、労働条件の底上げ・格
差改善に取り組むこととし、3,000円の
引き上げを目安に具体水準は各業種別
部会で設定する。 

○総合組合およびそれに準ずる組合は、
各部会でのまとまりを中心に、各産業
・企業課題や国内経済活性化等の観点
で賃金改善に取り組む。 

＜企業内最低賃金協定＞ 
○ 18歳最低賃金の水準

は高卒初任給に準じ
た水準をめざし、ＪＣ
方針の 154,000円以上
の金額で、各組合で設
定し具体的な対応を
はかる。 

＜年齢別最低賃金＞ 
○ 18歳 賃 金 を 100と し

て、 20歳＝105、25歳
＝120、30歳＝130、35
歳＝140、40歳＝150、 

 45歳＝ 160を目標に各
組合で設定する。 

 ○年間 5ヵ月
以 上 を 基
本 

○金額：生活
を 考 慮 し
た要素 120
～ 130万円
＋ 成 果 を
反 映 し た
要 素 40 万
円を基本 

 金 額 ＋ 月
数：40万円
＋ 4ヵ月を
基本 

 月数： 5ヵ
月を基本 

 ＜ 直 接 雇 用 の 非
正規労働者＞ 
○ 組 織 化 に 向 け

た 取 り 組 み の
推進 

○ 労 災 補 償 の 正
規 社 員 と 同 等
の取り扱い 

○ パ ー ト タ イ ム
労 働 法 の 趣 旨
を 踏 ま え た 適
正な運用 

＜派遣労働者＞ 
○ 受 け 入 れ 協 議

の 充 実 の た め
の対応 

＊両 立支援の 取り組

み参照 

年間総実労働時間1,800時
間台に向けた取り組み 
○年間所定労働時間1,800

時 間 台 に 向 け 、「 休 日
増」「１日の労働時間短
縮」について部会判断で
要求設定 

○年次有給休暇初年度付
与日数20日以上 

○ボランティア休暇は、東
日本大震災への対応を
踏まえ、制度内容の点検
・改善、制度導入 

○割増率 ： 休日労働割増
率40％への到達、45ｈ／
月超の時間外労働割増
率30％への到達 

○ワーク・ライフ・バラン
スに関する「労使話し合
いの場」を活用し、年休
取得向上に向けた取り
組みを重点テーマに話
し合う。また、失効年休
の実態把握に向けた準
備をはかる。 

＜仕事と家庭
生活の両立＞ 
○ 現 行 諸 制

度の点検、
必 要 の あ
る 組 合 は
改 善 に 取
り組む 

○ 改 正 育 児
・介護休業
法で、義務
化 猶 予 企
業 も 制 度
の 導 入 に
取り組む 

○「60歳以降の安定雇用」
確保に向けた取り組み
方針（2011年９月の第９
回定期中間大会確認）を
踏まえた対応とする。 

 第 １ 次 要
求 提 出
ゾーン： 
２ 月 10 ～
17 日 ／ 第
１ 次 集 中
要 求 日 ２
月10日 
 
第 ２ 次 要
求 提 出
ゾーン： 
２ 月 22 ～
末 日／第
２ 次 集 中
要 求 日 ２
月22日 

Ｊ Ｃ 共 闘
の 集 中 回
答 指 定 日
の 配 置 を
考慮し、中
央 戦 術 委
員 会 に お
い て 第 １
次 お よ び
第 ２ 次 回
答 指 定 日
を 設 定 す
る。 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

高卒直入者 30歳 35歳
所定内賃金 260,000 305,000

18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳

所定内賃金 156,000 170,000 205,000 240,000 270,000 295,000 315,000 335,000

18歳 25歳 30歳 35歳

156,000 164,000 192,000 216,000
 



 

 

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 

                                
金 

属 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

全 電 線 
 
方針決定日 
１月31日 

生活維持などの観点から、「定期昇給を
はじめとする賃金構造維持分の確保」を
図る。 
なお、賃金制度上における諸課題も含め、
実態に応じて条件の整う単組については
「賃金改善」に取り組むこととする。  

単組の主体的な取り組
みのもと、公平・公正な
賃金制度の確立を図り
環境整備を進めるとと
もに、年齢別最低賃金に
ついて検証を含めた取
り組みを行う。 
企業内最低賃金につい
ては、18歳の位置づけで
協定化を図るとともに、
具体的水準については
到達闘争として 154,000
円以上に引き上げる。ま
た、実態に応じて底上げ
を図る観点から 1,000円
以上の引き上げに取り
組むこととする。  

初 任 給 に つ
いては、個別
賃 金 強 化 の
観点から、賃
金 管 理 の 出
発 点 で あ る
こ と を 重 視
し、 18歳  高
卒 正 規 入 社 
初 任 給 に 取
り組む。  

平 均 方 式 に
お け る 要 求
基 準 に つ い
ては「生活保
障部分（  固
定部分）」と
「 成 果 反 映
部分（変動部
分）」を併せ
て ５ ヵ 月 中
心とする。な
お、産別ミニ
マ ム 基 準 に
ついては「平
均 原 資 年 間
４カ月」とす
る。 
最 低 保 障 方
式 に お け る
要 求 基 準 に
つ い て は 、
「 各 人 の 支
給 に お い て
確 保 す べ き
水準」との位
置づけで、産
別 ミ ニ マ ム
基準として 4
ヵ月とする。  

賃金構造維持分が
制度上で確保され
ていない単組は、賃
金カーブ維持分と
して4,500円を要求
することとする。ま
た、産業・規模間格
差是正に向けては、
連合「中小共闘」に
おける取り組みを
踏まえ、賃金水準の
低下や格差などの
状況に応じて賃金
改善分として１％
を目安とする。  

【一時金】 
組 合 員 と 雇 用 形
態 の 異 な る 労 働
者についても、組
合 員 に 見 合 っ た
水 準 を 確 保 で き
る よ う 取 り 組 む
こととする。 
【育児・介護】 
「育児・介護休業
法」の改正主旨を
踏まえ、協定締結
を行なう際には、
す べ て の 労 働 者
が 制 度 の 対 象 と
な る よ う 活 用 促
進 に 向 け た 実 効
性 あ る 取 り 組 み
を 行 う こ と と す
る。 
【全般】 
非 正 規 労 働 者 へ
の 対 応 に あ た っ
ては、同じ職場の
働く仲間として、
雇 用 の 安 定 と 職
場の安全確保、公
正 な 労 働 条 件 の
確保、および受け
入 れ 時 の 対 応 な
ど、労使協議の充
実を図る。また、
労 働 条 件 向 上 に
最 も 有 効 な 手 段
で あ る 組 織 化 に
つ い て も 取 り 組
み を 推 進 し て い
く。 

【次世代育成支援】 
仕 事と 家庭 の両 立 支
援を図るための「次世
代 育成 支援 対策 推 進
法」への対応について
は、一般事業主行動計
画 策定 には 労働 組 合
が参画するとともに、
引 き続 き行 動計 画 に
お け る 実 施 状 況 の
フ ォロ ーを 行な う こ
となど、諸制度のさら
な る充 実を 図る 。 ま
た 、 2011年 ４ 月 か ら
「 次世 代育 成支 援 対
策推進法」に基づく一
般 事業 主行 動計 画 の
策 定義 務の 範囲 が 従
業員 101人以上の企業
に 拡大 され たこ と か
ら、すべての単組にお
い て行 動計 画策 定 の
取 り組 みを 行う こ と
とする。 
【 育児 ・介 護へ の 対
応】 
「育児・介護休業法」
の改正主旨を踏まえ、
協 定締 結を 行な う 際
には、すべての労働者
が 制度 の対 象と な る
よ う活 用促 進に 向 け
た 実効 性あ る取 り 組
みを行うこととする。
また、2012年まで猶予
されている 100人以下
の 中小 企業 の単 組 に
おいても「介護休暇制
度の新設」「短時間勤
務制度の義務化」「所
定 外労 働の 免除 の 義
務化」などについて、
制 度導 入に 取り 組 む
こととする。  

①「全電線  中期時短方
針」の年間総実労働時
間 到 達 目 標 で あ る
1,800時 間 の 達 成 に 向
けて、積極的に取り組
むこととする。 

②当面の目標として各単
組は、年間総実労働時
間 1,900時 間 台 の 定 着
のために、時間外労働
時間規制の厳守、平均
時 間 外 労 働 時 間 の 圧
縮、また、総実労働時
間短縮の有効な手段の
一つである年次有給休
暇の取得促進など積極
的に取り組むこととす
る。 

③労働時間の管理・徹底
については、不払い残
業等の発生防止など、
各労使において具体的
な対応策を図るととも
に、 36協定特別条項の
適正な運用が図られる
よう、日常の労使協議
も含めて、その取り組
みを強化していく。 

④長時間労働是正・時間
外 労 働 の 削 減 に 向 け
て、 2010年春闘での妥
結結果も踏まえ、実効
性のある取り組みを行
うとともに、労使委員
会等で協議を進めてい
くこととする。 

⑤ 2010年４月に改正施行
された「改正 労働基準
法」への対応について
は、猶予措置の対象と
なる中小企業の単組に
おいても全電線の『労
働基準法改正に関する
全電線の基本的考え方
(第２版 )』に沿って実
態に即した取り組みを
進 め て い く こ と と す
る。 

 

【次世代育成支援】 
仕事と家庭の両立支援を
図るための「次世代育成支
援対策推進法」への対応に
ついては、一般事業主行動
計画策定には労働組合が
参画するとともに、引き続
き行動計画における実施
状況のフォローを行なう
ことなど、諸制度のさらな
る充実を図る。また、2011
年４月から「次世代育成支
援対策推進法」に基づく一
般事業主行動計画の策定
義務の範囲が従業員101人
以上の企業に拡大された
ことから、すべての単組に
おいて行動計画策定の取
り組みを行うこととする。 
【育児・介護への対応】 
「育児・介護休業法」の改
正主旨を踏まえ、協定締結
を行なう際には、すべての
労働者が制度の対象とな
るよう活用促進に向けた
実効性ある取り組みを行
うこととする。 
また、2012年まで猶予され
ている100人以下の中小企
業の単組においても「介護
休暇制度の新設」「短時間
勤務制度の義務化」「所定
外労働の免除の義務化」な
どについて、制度導入に取
り組むこととする。 

「高年齢者雇用安
定法」および「2010
～ 2011年度政策委
員会  検討結果  中
間報告」を踏まえ、
就労希望者全員の
雇 用 確 保 を 基 本
に、労働者の立場
に立った労働条件
の向上に向け、現
行制度の内容整備
・実施状況の点検
など、春闘期間中
も含め各単組の実
態に即し取り組む
こととする。 
具体的には、 
①年金支給開始年

齢まで就労希望
者全員の雇用を
確保する。 

②無支給となる年
金相当額が確保
できるように賃
金等の処遇改善
を図る。 

③対象となる方々
が生活設計を立
てられるように
準備期間を設け
る。 

等を考慮し、取り
組むこととする。 

 ２月21日 ３月14日 

                                   全造船機械 
 

方針決定日

１月 

28・29日 

 

①個別賃金要求の単組 

・30歳勤続12年（生産労働者）＝基本給

246,000円（所定内賃金275,000円） 

②平均賃上げ要求の単組 

・9,000円以上（定昇＋ベア＋他連合金属

産別との格差是正分含む） 

 

①企業内歳賃 

（月額 156,600円、日額

6,750円、時間額850円以

上  15歳以上のすべて

の労働者に適用） 

②年齢別最低賃金 

（20歳＝157,500円、 

25歳＝173,500円、 

30歳＝189,500円、 

35歳＝205,500円、 

40歳＝221,500円、 

45歳＝237,500円、 

50歳＝253,500円、 

55歳＝265,000円） 

18歳（高卒・生

産労働者）＝基

本給158,500円

（所定内賃金

162,900円） 

夏・冬同時要

求とし、それ

ぞ れ 新 所 定

内 賃 金 の ３

カ 月 分 と す

る 

 ①短時間勤務労働

者をはじめ、直接雇

用関係にある労働

者の労働条件は社

員並みとなるよう

取り組む、②直接雇

用関係にない労働

者については、単価

の引き上げなどの

取り組みを通じて

均等待遇の実現を

推進する、③非正規

雇用労働者の賃金

引き上げは、時給

ベースで30円以上

を要求する 

  

 ①労働時間短縮＝ 1800時

間台の実現をめざす。

2000時間を超える単組

をなくす 

②時間外労働割増率＝時

間外 50％、早出（午前

５時まで）125％、同（午

前５時以降） 75％、休

日・深夜100％ 

 ①年金受給開始年齢までの

定年延長を基本に取り組

む、②定年延長が困難な場

合は再雇用制度とし、希望

者全員の年金受給開始年齢

までの雇用を保障させる。

また賃金などの労働条件

は、可能な限り定年時を下

回ることのないよう取り組

む 

  ２月17日 ３月14日 

                 


